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令和８年度交通安全啓発動画コンテスト実施要綱 

 

１ 趣旨 

  交通安全動画を制作することで、県民が主体となって交通安全について考える機会

を設けるとともに、制作された動画の中から優秀作品を表彰し、岡山県警察公式ユー

チューブ等での配信、各種講習会等での上映を通じて、県民の交通安全意識の高揚を

図るもの 

 

２ テーマ 

  交通ルールの遵守と交通事故防止に関するもの 

  例）・自転車の安全利用、ヘルメットの着用等 

    ・信号機のない横断歩道における歩行者優先等 

    ・飲酒運転、ながら運転の禁止等 

 

３ 募集期間 

  令和８年７月１日（水）から 10 月 30 日（金）までの間 

※ 郵送の場合、当日消印有効 

 

４ 応募資格 

  県内に居住又は県内の学校、企業等に属する個人・グループ 

 

５ 応募方法 

 (1) 持参又は郵送による方法 

制作した動画（形式は、ｍｐ４又はＷМＶに限る）は、ＤＶＤ又はＵＳＢメモリ

に記録の上、警察本部交通部交通企画課安全指導係宛てに、必要事項を記載した応

募用紙とともに持参又は郵送してください。 

   なお、持参していただく場合の受付時間は、平日（土日、休日以外）の午前９時

から午後５時までの間とします。 

    ＤＶＤによる提出の場合は、ＤＶＤにデータを記録する際に、「ＵＳＢフラッシ

ュドライブと同じように使用する」（ライブファイルシステム）を選択の上、デー

タを記録してください。 

 記録に必要なＤＶＤ又はＵＳＢメモリは制作者で用意してください。 

提出されたＤＶＤ又はＵＳＢメモリはデータ取込後、返却します。 

 (2) 電子送付による方法 

   警察本部交通企画課宛てに、必要事項を記載した応募用紙をＥメールにより送付

してください。 

   募集期間終了後、岡山県の「ファイル転送システム」を利用した送付方法につい

て、Ｅメールを返信しますので、返信の内容に従って制作した動画を送付してくだ

さい。 
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６ 注意事項 

 (1) 動画作成について 

   ア 動画の時間は、15 秒から 30 秒までとしてください。 

 15 秒未満又は 30 秒を超えるものは、審査対象外とします。 

 範囲内であれば、時間の長短は審査に影響しません。 

  イ  表現方法（実写、アニメ、ＣＧ、スライド等）の種別は問いません。 

  ウ  応募者のオリジナル作品（未発表）としてください。 

  エ  ＢＧＭを使用する場合は、オリジナルの楽曲又は著作権フリーの音楽としてく

ださい。著作権上問題のある楽曲が使用されている場合は、審査対象外とします。 

  オ  撮影に際しては、道路交通法やその他の法令を遵守してください。 

    ※ 例えば、公道での「自転車二人乗り」やスマートフォン等を使用した「な

がら運転」など、法令に違反する行為のほか、管理者により立入りを禁止さ

れている場所での撮影等についても、審査対象外とします。 

  カ  公道で撮影する場合は、事前に撮影地を管轄する警察署に道路使用許可の申請

を行い、許可証の交付を得た上で、撮影してください。 

  キ  出演者には必ず承諾を得るとともに、出演者以外の通行人等が映り込んでいる

場合には、その方の承諾を得てください。 

  ク  日本語以外の言語を使用する場合は、日本語訳の字幕をつけてください。 

  ケ  動画編集ソフト、アプリ等による動画の加工及び編集は自由です。 

 (2) 応募作品について 

   ア  受賞作品は広く公開されるため、個人の氏名、居住地等を特定されることがな

いよう、十分に確認してください。 

   イ  作品の応募に係る一切の費用については、応募者の負担となります。 

   ウ  作品の使用権及び著作権は岡山県警察本部（交通部交通企画課）に帰属し、応

募作品は岡山県警察公式ユーチューブチャンネルで配信するほか、各種講習等で

の上映等に活用予定です。 

  なお、応募作品は二次利用（営利目的以外）のため、複製や編集等を行った上 

で上映や配布等を行うことがあります。 

   エ  応募作品が以下の内容に該当する場合は、審査の対象外とし、作品に係る一切

の責任は負いません。 

・ 第三者の著作権、肖像権、その他第三者の権利を侵害するもの 

・ 公序良俗に反するもの 

・ 立入禁止、撮影禁止場所等で撮影したもの 

・ 応募者以外が作成したもの 

・ 他の動画サイト等で公開されているもの 

・ 営利を目的とした情報提供、広告宣伝又は勧誘行為に当たるもの 

・ 個人、企業、団体等になりすましたもの 

・ 本コンテストの適正な運営を妨げるもの 

・ 特定の学校名、企業名、団体名等を殊更に強調するもの 

・ その他主催者が不適切と判断するもの 

   オ  表彰後に不正等が発覚した場合には、当該作品を岡山県警察公式ユーチューブ

チャンネル等から削除するとともに、表彰を取り消す場合があります。 
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７ 審査 

事務局が指名する審査員により審査を行いますが、審査結果の見直し等の請求は受

け付けません。 

 

８ 入賞作品の発表及び表彰式 

  入賞作品について、表彰式を行います。 

  入賞者には後日、表彰式の日程等を通知します。 

 

９ 表彰 

  グランプリ作品     １作品（警察本部長賞）  表彰状及び副賞 

  準グランプリ作品   １作品（公安委員会特別賞）表彰状及び副賞  

  審査員特別賞    数作品（岡山県交通安全協会会長賞） 表彰状及び副賞 

（岡山県指定自動車教習所協会会長賞）表彰状及び副賞 

※ 応募数により審査員特別賞が追加される場合があります。 

 

10 個人情報の取扱いについて 

応募により得た個人情報は事務局で厳重に管理し、本コンテスト以外では使用しま

せん。 

 

11 その他 

  この要綱は、予告なく変更する場合があります。 

※ 変更がある場合は岡山県警察ホームページに掲載します。 

 

12 事務局 

〒700-8512 

 岡山市北区内山下二丁目４番６号 

 岡山県警察本部交通部交通企画課安全指導係 

 電話 086－234－0110（内線 5040、5041、5042） 

 Ｅメール pkikaku@pref.okayama.lg.jp 

  

 


